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岩手県津波防災技術専門委員会の検討状況について（報告） 

 

１ 第２回「岩手県津波防災技術専門委員会」の開催状況 

（１）開催日時 平成 23 年５月８日（日） 13:30～15:30 

（２）開催場所 エスポワールいわて 大ホール 

（３）委  員 

委 員 名 職  名 備 考 

今村 文彦 東北大学大学院教授  

堺  茂樹 岩手大学工学部長 委員長 

首藤 伸夫 東北大学名誉教授  

内藤  廣 建築家・前東京大学教授  

羽藤 英二 東京大学大学院准教授  

平山 健一 
独立行政法人科学技術振興機構 

JST イノベーションサテライトいわて館長 

復興委員会 

委員 

南  正昭 岩手大学工学部教授  

山本 英和 岩手大学工学部准教授  

（４）議  題 

① 沿岸・県北広域振興局からの現状報告 

② 今回の津波再現シミュレーション結果による現況施設の効果検証結果につい

て 

③ 海岸保全施設の被災メカニズムについて 

④ 津波対策の方向性、津波対策施設の整備目標、防災型の都市・地域づくりの

考え方について 

 

２ 第２回「岩手県津波防災技術専門委員会」における委員からの主な意見 

（１）シミュレーション結果について 

・ 今回の津波に対し既存防災施設が果たした役割について、地域によって異

なるものの、以下の点においていずれかの効果があったことを確認した。 

  ① 避難する時間を稼いだ効果 

  ② 浸水深さを下げる効果 

  ③ 水の勢い（流速）を減衰する効果 

・ 今後は、地域においてどれだけ避難時間が確保できるか等のシミュレーシ

ョンが、まちづくりの観点からも必要。 

 

（２）海岸保全施設の被災メカニズムについて 

・ 今回の資料は、今後の防災施設の設計基準の基礎データとなる貴重なもの

と考えられ、海岸施設の被災状況をさらに詳細に調査し、とりまとめてお

くことが重要。 
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（３）津波対策の方向性、津波対策施設の整備目標、防災型の都市・地域づくりの

考え方について 
・ 復興計画については短期・中期・長期・超長期など時間軸による仕分けが

重要。 

・ 行政と住民との信頼を保つためにも復興のロードマップを示すことが重

要。 

・ 地域ごとの被害状況や、地理的条件、産業構造などを考慮し、地域にとっ

て最もふさわしい防災対策のモデルケースを検討し、地域との合意形成を

図りながら、県から国へ発信することが重要。 

・ まちづくりにあたっては、地域の歴史や文化を考慮しながら検討を進める

ことが重要。 

  

３ 今後の検討の進め方について 

（１）第３回「津波防災技術専門委員会」の予定 

① 日  時 平成 23 年５月 23 日（月） 

② 議  題 

・ 津波対策施設の整備目標、津波対策の方向性 

・ 防災型の都市・地域づくりの考え方の整理 
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津波対策におけるハード・ソフト対策について（１／２） 

区分 対策メニュー 今回の津波に対する効果・被害状況等 課題の整理 津波対策の方向性 

津
波
防
災
施
設 

防潮堤 

・被災状況に関する調査結果、シミュレーションの結果から、浸水
範囲、浸水深、到達時間等を低減させる一定の効果があった。 

・多くの防潮堤で施設高を超える津波が襲来し、背後地に浸水被害
が生じたほか、場所によっては施設そのものが破壊された場合も
ある。 

・施設の破壊形態は、場所によって異なる。 

・施設の効果は有るものの、防潮堤の高さによって防護できる限界があ
る。 

・計画津波高は、地形条件や、背後地の土地利用状況等を踏まえた検討
が必要。 

・破壊メカニズムについて引き続き詳細な検証を実施し、想定を超える
津波高に対しても破堤しにくい構造の検討が必要。 

①整備水準 
・防潮堤・水門等防災施設の整備によって防護する実現可能か
つ効果的な計画津波高を検討する。 

 ・湾口防波堤が計画されている地区では、湾口防波堤の復旧方
針とあわせ国と調整を図りながら検討する。 

 ・接続する河川堤防は、堤防嵩上げと河口部の水門について比
較検討する。 

 
②暫定対応 
 ・湾口防波堤等施設の整備には長期間を要するため、施設が完

成するまでの間、暫定対応としてのソフト対策を検討する。 
 
③構造の検討 
 ・引き続き破壊メカニズムの詳細な検証を実施し、計画を超え

る津波に対して、破壊されにくい構造を検討する。 
 
④水門、陸閘の運用 
 ・操作員の安全確保のため、操作の遠隔化及び通信手段の充実、

電源のバックアップ等について検討する。 
・陸閘の集約と平常時の運用について検討する。 

湾口防波堤 

・被災を受けたものの、津波高や到達時間等を低減させる一定の効
果があった。 

・施設の効果はあるものの、計画を大きく超える津波に対しては破壊さ
れる場合も有る。 

・湾の入り口の幅等地形によって適用が限定される。 
・費用が多大で、完成に長期間を要する。 
 

水門・陸閘 

・水門、陸閘とも津波到達前にほぼ閉じられ、防潮堤と一体となっ
て機能した。 

・水門操作に向かって、被害に遭われた操作員もいる。 
・大型水門については、扉体の被害はほとんど無いが、操作室、予

備発電装置等は使用不能となった。 
・越流した箇所では、扉体が海側に流出している場合もあった。 

・操作員の安全確保のため開閉操作の遠隔化と通信手段の充実が必要。 
・陸閘の箇所数を集約する等の調整が必要。 
・陸閘は常時閉めておき、必要に応じて開く等の運用も検討の余地有り。 
・引き波時の応力状態を考慮した設計基準の検討が必要。 

河川堤防 
（バック堤） 

・防潮堤と一体となって機能した。 
・破堤箇所は、橋梁等横断構造物との接合部が多い。 
・越流した箇所では裏のり面の洗掘被害が多い。 

・新たな堤防嵩上げは、用地の確保が必要となる。 
・橋梁等河川横断構造物と河川堤防との接合部が弱点となる傾向がある。 
・越流した区間では、三面張りでも裏のり部の被害が大きいことから、
越流を考慮した構造を検討する必要がある。 

そ
の
他
海
岸
施
設 

防潮林 

・樹高をはるかに超える津波であったため、樹木が根こそぎ流出し
た。また、漂流物となって被害をもたらした地区もある。 

・津波エネルギーの低減効果は期待できるが、定量的な効果の把握は難
しい。 

・「津波対策強化の手引き」によると、浸水深が 4m を超えるとほとんど
効果が無いとされている。 

・今回のような大規模な津波に対しては、流出対策の検討も必要である。 

①復旧方針 
 ・津波対策が目的の施設ではないため、被災した施設は原形復

旧を基本として検討し、副次的効果として津波低減効果を期
待する。 

漁港外郭施設 

・残存した施設の背後の被災状況から、被害を軽減する効果はある
程度あった。 

・県内 111 漁港のうち、108 漁港において、防波堤、物揚場等の漁
港施設が被災し、防波堤の倒壊などの被害を受けた。 

・津波エネルギーの低減効果は期待できるが、定量的な効果の把握は難
しい。 

 

Ⅰ 津波防災施設 

 ●防潮堤・水門等防災施設の整備によって防護する実現可能かつ効果的な計画津波高の検討 

 ●施設の計画規模を越える津波に対する構造の検討 

 ●水門・陸閘の操作の遠隔化 

Ⅱ まちづくり 

●安全な住環境の整備 

●津波防災を考慮した土地利用計画の策定と建築物の誘導 

●公共施設と連動した多重防災計画の構築 

Ⅲ ソフト対策 

●安全に避難できる避難計画の策定 

●防災意識を維持・向上させ、経験を教訓として後世に伝える取組の充実 

■ 地域の実情に応じて、上記Ⅰ～Ⅲの手法を適切に組み合わせることにより、効果的な対策を進める。 
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津波対策におけるハード・ソフト対策について（２／２） 

区分 対策メニュー 今回の津波に対する効果・被害状況等 課題の整理 津波対策の方向性 

ま
ち
づ
く
り 

高台移転 
（集団移転･職住
分離） 

・過去の津波被害を機に集落全体で高台に住むことを選択し、
過去の教訓を生かし続けた地域では、生命財産の被害は比較
的小さかった。 

・一方、高台移転した地域でも、年月の経過と防災施設の整備
に伴い低地居住が進行した地域は、甚大な被害を受けた。 

・既成の集落単位での合意形成が必要。 
・市街地全体が被災した場合の大規模移転は、用地の確保が困難。 
・住居と仕事の場が一体の場合（個人商店等）職住分離が困難なケースが
ある。 

・漁業者等にとっては、住居と仕事の場が離れることに抵抗がある。 
・権利変換の手法の検討が必要。 
・整備手法の検討が必要。 

①安全な住環境の整備 
・甚大な被害が生じた地区では、地域の実情に応じて安全な高

台への移転や嵩上げの可能性を検討する。 
・事業にあたっては、住民との合意形成が前提となることから、

十分に対話を重ねて計画を策定する。 
 ・嵩上げ等地盤の造成に当たっては、津波防災施設と一体とな

った計画を検討する。 
 
②津波防災を考慮した土地利用計画の策定と建築物の誘導 
 ・住宅用地や商業・業務用地、水産加工工場等の工業地につい

て、津波防災を考慮した土地利用計画を検討する。 
 ・市町村庁舎や病院、学校、福祉施設等の公共公益施設につい

ては、安全で適正な配置を検討する。 
・海岸付近への防浪ビルの配置や誘導を検討する。 

 ・避難可能な高台が近隣に無い場合、避難計画において避難ビ
ルを位置付け整備を検討する。 

 ・津波危険区域の建築制限（災害危険区域）の指定を検討する。 
 
③道路・鉄道等と連動した多重防災計画の構築 
 ・幹線道路や鉄道等の公共施設管理者と協同し、多重的な津波

防災施設の構築を検討する。 
 ・避難地、避難路と連動した公園、幹線道路の配置計画を検討

する。 
 
 
 

宅地嵩上げ 

・建物が残存している場合、家屋補償や移転に時間を要する。 
・嵩上げの高さは、津波防災施設と一体となった計画が必要。 
・嵩上げした地盤の安定に時間を要する。 
・権利変換の手法の検討が必要。 
・整備手法の検討が必要。 

防浪ビル 

・前面に RC 構造の建物が密集していた地域では、背後地の被害
が小さい傾向が認められた。 

・津波エネルギーの低減効果は期待できるが定量的な効果の把握は難しい。 
・整備主体との合意形成や平常時のビルの利活用等の課題があるため、民
間の建築物の配置・誘導が見込めるか検討が必要。 

避難ビル 

・沿岸付近のビルの上層階に避難し、被害を免れた人が多数居
た。 

・一方でビルの高さを超える津波が来襲した地域では、避難し
た先のビルの中で被害に遭われたケースもあった。 

 

・避難ビルとして位置付ける場合、安全な高さの設定が課題となる。 
・避難計画上必要な場合は、公共施設として整備が必要。 

道路盛土等津波防
災施設以外の二線
堤的施設 

・背後地が広く、一線堤からの距離が離れている場合、遡上を
食い止める効果があった。（宮城県） 

・道路盛土等を越流しても、津波高、到達時間を低減させる一
定の効果があった。 

・盛土法面は、洗掘、侵食の被害を受けた。 

・道路盛土等を津波対策施設として位置付ける場合、盛土法面等の構造を
検討する必要がある。 

・背後地が狭く、一線提と近接する場合の効果の検証が必要。 

公共施設 

・災害発生時に応急対策や復旧・復興対策の中枢を担う市町村
庁舎が被災し、行政機能が著しく失われた。 

・学校や病院、福祉施設等の公共公益施設が被災した。 
 

・被災した公共公益施設の移転・嵩上げ等の検討が必要。 
 

防
災
体
制
（
ソ
フ
ト
対
策
） 

避難計画 
（避難所） 
（避難路） 
（避難時間） 
（情報伝達） 

・避難所は被災者が当面生活する場として必要不可欠な場所で
あるが、広範囲に被害が及んだため、施設が不足した場合が
あった。 

・津波の避難場所が徹底されておらず、多くの犠牲者が発生し
たケースもある。 

・電気や水道のインフラが被災する中で、食料・燃料等の物資
も相当不足し、極めて深刻な事態に陥った。 

・車による避難者が集中し、道路が渋滞したとの証言もある。 
・高齢者、障がい者等の災害弱者において、避難しようとした

が間に合わずに被害に遭われた方が相当いた。 
・防災無線による予想津波高の情報に安心して、避難が遅れた

方もいる。 
・通信インフラが被災し、数日にわたり連絡が取れない地域が

あった。 
 

・今後の避難計画策定のため、避難所の指定の状況や避難経路、避難時間
等避難行動に関する実態の把握が必要。 

・避難所においては、非常時における食料や燃料等の確保が必要。 
・高齢者、障がい者等の災害弱者の避難時間の確保が必要。 
・より精度の高い予測手法の確立と、迅速で確実な伝達方法が必要。 
・複数の通信手段を確保する必要がある。 
 

①避難行動に関する実態の把握 
 ・今回の津波に対する住民の避難行動の実態を把握するため、

適切な時期にアンケート調査を実施する。 
 
②避難計画の策定 
・調査結果を踏まえ、誰でも安全に非難できる避難計画（避難

所の配置、避難経路の設定、避難距離、避難時間等）を検討
する。 

・避難計画の検討にあたっては、施設整備計画を考慮した津波
浸水範囲や到達時間のシミュレーション結果を反映させる。 

・避難所の位置付けとなる公共施設等については、非常時にお
ける食料や燃料等の確保について検討する。 

 
③情報伝達手段の確保 
 ・有事におけるバックアップ回線など、複数の通信手段を確保

する。 
 

防災意識の維持・
向上 
（防災教育） 
（ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ） 
（震災復興公園） 
（復興記念館等） 

・過去の津波被害を機に集落全体で高台に住むことを選択し、
過去の教訓を生かし続けた地域では、生命財産の被害は比較
的小さかった。 

・「まさか堤防を越える津波が来るとは思わなかった･･･」など
といった住民の証言も有り、防災施設の整備が、避難行動を
遅らせたケースも考えられる。 

・適切な避難により、学校における児童生徒の人的被害は無く、
防災教育は実効性があったと評価されている。 

・「ハザードマップから外れているから安全だ」とか「防潮堤が有るから安
全だ」という認識を持っていた住民もいたため、施設規模を超える災害
が発生するという意識の徹底が必要。 

・今回の経験を風化させること無く、教訓として後世に伝えていくことが
重要。 

 

①防災意識の維持・向上 
 ・今回の経験を教訓として後世に伝えていくために、復興記念

館など象徴的施設の整備や防災教育・訓練、広報活動が必要。 
 ・冬季や夜間など条件が悪い事を想定した避難訓練が必要。 
 ・ハザードマップ等による避難計画の周知にあたっては、単な

るリスク情報の周知に止まらず、住民に理解され、活用され
る工夫が必要。 
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